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研究成果の概要（和文）：日本の病院倫理委員会(HEC)の現状に即した倫理コンサルテーション(EC)の教育研修のあり
方を明らかにするために、病院機能評価機構認証病院2433施設への質問紙調査、EC経験のある6病院8名への面接調査、
1病院でのEC32件の内容分析を行った。
その結果、現状ではHECの周知、倫理的問題への気づき、話し合いの公平性に障壁があることがわかった。またECに必
要な知識・技術として「意思決定」「告知」「身寄り」が重要であること、autonomyの道徳的価値に関する知識を主眼
にした事例検討が最も有効な教育研修方法であることがわかった。更にHECの運営には事務局機能が不可欠であること
がわかった。

研究成果の概要（英文）：We carried out a questionnaire, interviews and a content analysis to establish 
education and training method of hospital ethics committee (HEC) in Japan. The questionnaire survey was 
carried out for the 2433 hospitals certified by Japan Council for Quality Health Care. We also 
interviewed eight people of six hospitals who had much ethics consultation (EC) experience. Furthermore, 
a content analysis about 32 oncological EC records was carried out at University of Tokyo Hospital 
patient relations and clinical ethics consultation center. As the result, the barriers to promote HEC 
were popularity among hospital staff, awareness of ethical issue, and equally relationship. Further most 
essential things to do EC were decision-making, notification and relatives.
To educate and train to do EC, case studies focused on autonomy and role playing method were most 
effective. We also found the secretariat was important to conduct HEC.

研究分野： 臨床倫理
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１．研究開始当初の背景 
臨床倫理学は臨床現場における倫理的問

題を解決することを目的とし、倫理コンサル
テーション(EC)は臨床倫理の実践方法の一
つである。日本では医療機能評価機構が 2009
年の改訂で臨床倫理についての検討体制の
整備を追加し、組織体制作りの機運は高まっ
ていると考えられるが、その実践状況に関す
る報告はない。また、医学教育においても臨
床倫理に関する教育は十分とはいえないと
いわれている。こういった背景から、ECを普
及させるためには、組織体制作りとともに、
委員となる人材の育成が重要である。 
 

２．研究の目的 
日本で臨床倫理をさらに普及させ実践し

ていくうえでどのような教育研修が EC を実
践するのに必要なのかを明らかにする必要
があると考えた。日本のECの現状を把握し、
EC を実践するのに必要な教育研修法を提示
し周知させることが本研究の目的である。 
 

３．研究の方法 
(1)臨床倫理の実施状況に関する全国調査 
①日本の病院での臨床倫理をどのように実
践しているか状況を把握するためのアンケ
ート調査を行った。 
2012 年 6 月 15 日時点で日本病院機能評価機
構のホームページ上に公開されていた全国
の認定病院 2435 施設を対象とした。アンケ
ート依頼郵送時に休業・廃業となっていた 2
施設を除いた 2433 施設に依頼し、2012 年 12
月 10 日から 2013 年 3 月 31 日までの期間に
ウェブアンケートか自記式質問紙で回答を
得た。単純集計とテキスト分析を行った。テ
キスト分析には IBM SPSS text analysis for 
surveys と Microsoft EXCEL を用いて語句の
出現頻度を集計した。質問紙調査の感想は
QSR 社 NVivo 10 を用いて分析した。 
 
②アンケート調査で EC を実施していると答
えた施設の中から、電子メールでインタビュ
ー調査の協力を依頼し、同意を得られた 6施
設 8名に対面もしくは電話でインタビューを
行った。インタビューの内容は、QSR 社
NVivo10 を用いて分析した。 
 
(2)1 施設での臨床倫理コンサルテーション
の検討内容の分析 
EC を行うための必要な知識・技術抽出する

ために、2010 年から 2013 年の間に東京大学
医学部附属病院患者相談・臨床倫理センター
において EC を提供した案件の内容を検討し
た。その中で、がん診療は、特に現場の医療
者が倫理的問題に対処しなければならない
ことが多かった。多くの病院で緩和ケアが提
供されるようになり、医療者が倫理的問題に
対処しなければならない場面は今後も増加
することが考えられたため、がん診療に関わ
るものの傾向を調査することが最も有用と

考え、その内容について分析を行った。 
 

４．研究成果 
(1)EC の実施状況に関する全国調査 
①アンケート調査 
アンケートを依頼した 2433 施設中 472 施

設から回答を得た(回収率 19.4%)。 
回答者全体の 70.1%の人が臨床倫理に関わっ
ていると答えた。 
臨床倫理に関する部署(委員会や部門、ワ

ーキンググループなど)の設置状況について
尋ねた。表 1は回答数と全体に占める割合を
示した。どの群においてもあると答えた施設
は 7割を超え、全体の設置率は 8割を超えて
いた。 

 
図 1.臨床倫理に関する部署の設置状況(%) 

 

 

図 2.業務内容(複数回答,%) 
 

EC は業務全体の 3割程度であった。その他
の自由回答は 60 件あり、うち、49 件が臨床
研究・治験の審査、7件が安全管理を挙げた。 
EC を業務内容にあげた 288 施設に対して、

その体制と活動内容について質問した。 
ECの実施経験があると答えたのは288施設

中 239 施設(60.7%)だった。 
 臨床倫理の主要 10項目について ECの経験



があるかどうか複数回答で尋ねた。多い順に、
終末期医療(149)、インフォームド・コンセ
ント(126)、高齢者(認知症や加齢に伴う判断
能力低下も含む)の治療 (110)、宗教(80)、
標準的医療として確立していない治療(74)、
脳死・臓器移植(62)、遺伝子診断・治療(58)、
精神神経疾患(42)、小児・新生児(35)、生殖
医療(25)であった。 
 EC 依頼件数の中央値は、1 件/年、10 件以
上依頼があると答えた 42 施設の平均値は
25.7 件/年、中央値は 10 件/年だった。 

 

図 3.年間の平均依頼件数 
 

臨床倫理に関する部門の所属人数は中央
値 9人、最頻値 11 人だった。 

検討方法は、部署全員で行うが全体の 62%
を占め、次いで、一部の委員で行う(19%)、1
人で行う(5%)と続いた。その他として、「事
例により個別対応かチーム対応」、「その都度
必要な人数」といった意見があった。 
複数人で検討する場合の方法としては、

84%の施設で話し合いの方法をとっており、
全員の意見の一致をもって決議としている
施設が 56%を占めた。 
 話し合いの回数の平均 1回で、回答までに
かかる日数は平均7日と答えたところが最も
多かった。相談のあった事例に関する最終的
な責任は複数回答で、病院長が約半数を占め
ていた。 
 また、EC に関する部門があるにもかかわら
ず、EC の経験がないと答えた 50 施設に、今
まで臨床倫理コンサルテーションがなかっ
た要因を複数回答で尋ねた。体制の要因とし
ては、発足から日が浅いこと、職員（・患者・
家族）の意識が低いことが挙げられた。人材
(構成員)の要因としては、臨床倫理コンサル
テーションに関する知識や経験が不足して
いる、という意見が一番多かった。 
依頼者の要因としては、臨床倫理コンサル

テーションの体制が周知されていない、舞曲
外に相談するという考えがない、EC に対する
信頼度が低い、という意見が多かった。 
臨床倫理に関する院内教育を開催してい

ると答えたのは 161 施設(34%)で、平均 1.4
回/年開催しており、講演会・講義形式が 73%

を占めていたが、グループ・ディスカッショ
ンやロール・プレイ演習も 24%あった。 
 現在の EC の体制が十分と思うか、回答者
の意見を求めたところ、十分と思う(20%)、
「十分と思わない」(58%)、「わからない」
(22%)と大半が低い自己評価だった。十分と
思う根拠としては、多職種・外部による検討
体制ができていること、機能していることが
多く挙げられていた。不十分と思う根拠とし
ては、体制・対応力が不十分であることが過
半数を占め、次いで、職員の認識・関心不足
が挙げられていた。「わからない」と答えた
根拠としては、知識不足で判断できない、比
較対象がないので判断できない、という意見
が過半数を占めた。 
 アンケート調査という性質上、臨床倫理に
関心の高い施設が回答しているというバイ
アスがかかっているが、2008 年の長尾らの報
告と比べて、EC が普及してきていることが推
察された。また、日本での EC は部門全体の
話し合いで全員の合意が得られるような結
論を目指していることがわかった。 
 EC の体制について不十分/わからないと答
えた施設が過半数を超え、自信のなさが推察
された。臨床倫理に関する知識や経験不足が
自信のなさにつながっていると考えられた。
一方で、多職種による検討体制が構築でき実
践できていること、外部委員も検討に加わっ
ていることが、自信につながっていると思わ
れた。 
 
②インタビュー調査 
アンケート調査で得られた結果を補完す

るため、2014 年 9 月から 2015 年 1 月にかけ
て、6 病院 8 名に、対面もしくは電話での半
構造化面接を行った。対面では平均 60 分、
電話では平均35分間のインタビューを行い、
IC レコーダに記録した内容を NVivo 10 で内
容をコード化しカテゴリーに分類した。 
臨床倫理コンサルテーションの活動内容

については、専門の委員会や少人数チームを
作っていた。委員会の場合は、委員全員を召
集する施設もあれば、一部の委員を召集する
施設もあった。いずれの場合も緊急事例に対
応する規則を作っていた。継続的かつ安定し
た運営には、事務方の協力が重要であること
がわかった。事務局が相談内容の振り分けや
コーディネータ役をすることにより、委員と
なる医師、看護師、教員の負担を減らすこと
がわかった。 
EC が普及しない要因として挙げられてい

た、周知方法、関心の高め方について質問し
たが、どの病院もいかにして臨床倫理につい
て周知し、職員、患者・家族の意識・関心を
高めるか、悩みながらやっていた。その中で、
事例検討会は小グループの勉強会や院内講
演会で実施され、開催後に相談件数が増えた
り、勉強会を重ねるうちに徐々に普及してき
た、といった意見から有効性が示唆された。
また入職時オリエンテーションやポスター



掲示、ニュースレターの発行といった活動も
有効性が感じられた。 
活動上の困難としては、潜在している倫理

的問題をどうやって拾い上げるか、職種間の
関心の差異をどう埋めるか、コンサルタント
側の知識の不十分さや学習機会の少なさが
挙げられていた。その一方で東京大学生命・
医療倫理教育研究センター(CBEL)の生命・医
療倫理学入門セミナーへの参加や元・熊本大
学(現・東北大学)浅井篤教授らの「臨床倫理
支援・教育プロジェクト」の活用など、臨床
倫理の専門家に相談するなどの外部機関を
活用していることもうかがえた。 
 以上のような困難への対応方法も、皆、模
索しながらやっているというのが現状であ
ったが、ポスターや事例検討を含めた講演会
の有効性、一人に責任がかからない保障の必
要性が示唆された。 
コンサルタントに必要な要件としては、感

情論にならないための臨床倫理の知識、話し
合いの司会進行役・ファシリテータの能力も
挙げられた。 
コンサルテーションを普及・維持していく

ための工夫としては、相談者側・コンサルタ
ント側両方の負担を減らす工夫が必要との
意見が聞かれた。事前のフェイスシートや申
込用紙を活用し、相談者が相談しやすくする
こと、そして現場は早急な回答を求めている
ことが多いため、迅速に対応する、という実
績の積み重ねが職員間に普及していく要因
であると考えられた。 
臨床倫理を実践するうえで困難に感じて

いることはアンケートの感想で得られた回
答と共通していたので、アンケートの感想の
自由記述も合わせて分類しカウントした。 
 「臨床倫理コンサルテーションの体制があ
ることをどのように周知させるか」62 件と最
も多く、ついで、「本当に公平な話し合いの
場を持つことができているのか」ということ
が 53 件あげられていた。 
 理想的な臨床倫理コンサルテーションの
要件や臨床倫理コンサルテーションで必要
なことに関しても、「公平な話し合いの場」
が同様に挙げられており、重要と認識されて
いる一方実践するのが難しいと感じている
と思われた。 
以上アンケートとインタビューから得ら

れた結果をもとに提言を作成し、調査結果と
ともに、アンケートを依頼した 2433 病院に
調査報告書として郵送した。このような全国
調査は 2005 年の報告依頼であり、参考にし
たいとの返事を多数いただき、EC の体制作り
に貢献できるものと考えている。 
 
 
 
 
 
 
 

 表 1.EC 普及のための 2つの提言 
1. 病院倫理委員会（臨床倫理コンサルテー
ション）の教育研修方法に関する提言 
 -臨床倫理への関心を高め、知識を高める
には、事例検討が有効 
 -病院内の研修会でも、小グループの勉強
会でも、事例検討は可能 
 -公平な話し合いの場をつくるためには、
司会進行役もしくはファシリテータが必要 
  
2. 病院倫理委員会の運営に関する提言 
 -兼任でよいので事務局体制を作る 
 -事務系の職員の協力が安定した委員会運
営に重要 
 
(2)1施設での1施設での臨床倫理コンサルテ
ーションの検討内容の分析 
 2010 年から 2013 年にがん診療に関わる EC
の案件は 32 件あった。その内容を検討した
結果、「意思決定」「告知」「身寄り」の３つ
の問題が多いことがわかった。特に治療方針
を含めた「意思決定」の問題は共通してみら
れた。この結果から、アドバンスディレクテ
ィブに代表される意思決定支援に関する技
術を獲得することが必要と考えられた。 
また、本人への「告知」や「身寄り」がい

ないことの対応に苦慮するケースが多かっ
た。それゆえ、コミュニケーションスキルの
重要性はもとより、表面上の自己決定尊重で
はない“autonomy”の道徳的価値に関する知
識が必要と考えられた。 
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